
 2013.09.03　　行財政改革推進審議会資料

新行財政改革推進大綱　全体像（試案）

（改革の方向） 

地方公営企業の経営改善 

（改革の方向） 
公共資産マネジメントの推進 

（改革の方向） 

健全な財政運営の推進 

（基本方針） 

財政運営 

（改革の方向） 
効率的な組織体制の確立 

（改革の方向） 

人材育成・活用の推進 

（改革の方向） 

情報化の推進 

（基本方針） 

行政運営 

 

 
役割分担による 
 
公共サービスの提供 

 
 
経営資源の有効活用 

 
 
多様性と創造性にあふれた 
 
市民本位のまちづくり 

改革の方向 １ 
 
行政の事務事業領域の 
再構築と民間活力の活用 
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基本方針 Ⅰ 

基本方針 Ⅱ 

基本方針 Ⅲ 

改革の方向 ２ 
 
適切な役割分担・受益と 
負担の明確化 

改革の方向 ３ 
 
組織・機構の効率化 

基本理念 

改革の方向 ４ 
 
職員配置・給与の適正化 

改革の方向 ５ 
 
人材育成と人材活用 

改革の方向 ６ 
 
健全な財政運営 

改革の方向 ７ 
 
地方公営企業の経営改善 

改革の方向 ８ 
 
電子自治体の構築 

改革の方向 １０ 
 
分権社会・法化社会時代の 
政策法務の実現 

改革の方向 ９ 
 
市民参加・協働の促進 

改革の方向 １１ 
 
情報公開・提供の推進と 
公平性の確保 

官民パートナーシップの推進 

主要施策の例 

社会保障・税番号制度導入への対応 

適正な定員管理と職員配置 

税財源・権限の移譲 

省エネルギー対策事業 

多様な人材の確保・活用 

資産総量の見直し・適正化（再配置・統廃合） 

自主財源の確保と収納率の向上 

上下水道事業・市立病院の経営改善 

市民参加・協働の促進 

事務事業の見直し・統廃合 

各種システムの導入・活用 

給与の適正化 

公共工事のコスト縮減 

 ・事務事業の見直しにより、シーマックや清水駅西口駐車場などを廃止した。 
 ・マリナートや給食センターにPFIを導入するなど、事務事業の再構築と民間のノウハウを活か
した行政サービスに反映させた。 
 
 今後も、事務事業の見直しと民間活力の活用を推進し、事務事業の効率化と行政サービスの
向上に反映させていくが、改革の方向は「健全な財政運営の推進」と「官民連携・民間活力の活
用」の２つに区別して、取組んでいく。 

・受益者負担の原則と公平性・公正性の観点から、公の施設に関する使用料の設定基準を策定
し、見直しを行った。 
 
今後も、当基準により使用料の見直しに積極的に取組むため、「健全な財政運営の推進」に含
め、取組を継続していく。 

・柔軟で機能的な執行体制を構築するため、子ども未来局を創設するとともに、適正な職員配置
を図るため、第２次定員管理計画により１２２人（Ｈ２５．４現在）を削減した。 
・管理職の勤勉手当に能力評価を反映させるなど、職責と職務に応じた、給与制度改革を実施
した。 
 
今後も、新たな行政需要に対応するため、職員配置や組織づくりを行うとともに、人事評価結果
を活用した給与制度改革を実施するなど、「効率的な組織体制の確立」に取組んでいく。 

・多様化、複雑化する市民ニーズに対応し、行政を適正に運営するため、人材育成ビジョンを策
定し、当ビジョンに即した各種研修を実施するなど、人材育成・活用を図った。 
・優秀な人材確保のため、大学等が主催する説明会に参加し、行政課題に対応できる合格者を
確保した。 
 
今後も行政の適正運営と行政課題に対応するため、次代の「人材育成・活用の推進」に取組ん
でいく。 

最適な組織・機構の構築 

・中期的財政見通しのもと、政策実現のため、歳入の確保（収納率向上、自主財源確保）と歳出
削減・抑制（補助金等の見直し・公共事業等のコスト縮減）に努め、健全な財政運営を図った。 
 
今後も、市債の適正管理などにより、将来に向かって「健全な財政運営の推進」に取組んでい
く。 

・建設コスト縮減や企業債の繰上償還制度を活用するなど、上下水道事業の経営改善を図り、
インフラの安定確保に努めた。また、市立病院では、後発医薬品の採用率を高めることで、経費
削減を図るなど、経営改善を図り、高度で良質な医療サービスを安定提供した。 
 
今後も、「地方公営企業の経営改善」を推進し、インフラと医療体制の確保に取組んでいく。 

・福祉システムや公共事業支援統合システム等の各種システムの導入により、市民の利便性と
業務効率の向上を図った。 
 
ＩＴを利用したイノベーションの推進は国の成長戦略であるとともに、社会保障・税番号制度の導
入を控えており、今後も「情報化の推進」による利便性の向上と業務の効率化に取組んでいく。 

・分権社会・法化社会時代における政策法務の実現に向け、地方分権一括法に対応する条例を
整備するなど、自治立法の整備支援等を充実させた。 
・県からの権限移譲を推進するため、３者（県、静岡市、浜松市）協議を実施した。 
 
今後も、税財源や権限移譲を積極的に働きかけるとともに、地方分権を推進するための条例整
備を推進していくが、今後は、税財源・権限移譲は「健全な財政運営の推進」、条例による政策
の実現は「開かれた市政の推進」として、改革の方向を２つに区別して取組んでいく。 

・各種ボランティア事業やサポーター制度を活用し、市民参加と協働事業を積極的に実施するこ
とで、市民と行政の協働による市民本位のまちづくりを推進した。 
 
今後も「市民参加・協働」を推進し、市民、民間、行政が一体となった地域経営の実現に向け、取
組んでいく。 

・区ＨＰの充実やわかりやすい監査結果の公表など、市民目線に立った情報公開と情報提供を
推進するとともに、事務手続きの公平性・透明性を確保した。 
・市民意識調査、庁内調査、静岡市情報公開・個人情報保護審議会を経て、保有情報の提供に
関する指針を策定するなど情報公開の推進に努めた。 
 
今後も、積極的な情報公開・提供と行政の透明性を確保するため、「開かれた市政の推進」に取
組んでいく。 

・従来より、公共施設の老朽化・長寿命化対策に取組んできたが、人口減少、少子高齢化等の
社会構造の変化等に加え、厳しい財政状況を考慮すると、今後は資産総量も含め、公共資産管
理の適性化が求められている。 
 
このため、「公共資産マネジメントの推進」の観点から、新たな改革の方向として明示し、積極的
に取組んでいく。 

現大綱のまとめと新大綱への考え方 
新行財政改革推進大綱イメージ 

施設の適切な維持管理（老朽化・長寿命化対

持続可能な財政運営 

ICTを活用した行政サービスの推進 

市民活動・地域活動の促進 

男女協働参画の促進（女性の活躍促進） 

民間活力の活用 

積極的な情報発信 

市政情報の共有化・透明性の確保 

効果的で永続的な行政評価制度の構築 

条例による政策の実現 

（改革の方向） 

開かれた市政の推進 

（改革の方向） 

官民連携・民間活力の活用 

（改革の方向） 

市民参加・協働の推進 

（基本方針） 

地域経営 
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外郭団体の経営改善 

人材の育成 
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